
種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
か
ら
直
接
に
生
産
さ
れ
る
加
工
品
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以

下
「
加
工
品
」
と
い
う
。
）
の
生
産
、
譲
渡
等
の
行
為
に
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
三
号
関
係
）

第
二

収
穫
物
に
係
る
加
工
品
に
つ
い
て
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
の
許
諾
を
得
な
い
で
業
と
し
て
生
産
、
譲
渡
等
の

行
為
を
行
っ
た
者
を
罰
則
の
対
象
に
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
関
係
）

第
三

育
成
者
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
永
年
性
植
物
に
あ
っ
て
は
品
種
登
録
の
日
か
ら
三
十
年
に
、
そ
の
他
の
植
物
に
あ

っ
て
は
品
種
登
録
の
日
か
ら
二
十
五
年
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
二
項
関
係
）

第
四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
五

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
の
規
定
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
六

経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。


